
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ナブテスコグループグローバル贈賄防止基本方針 
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ナブテスコ株式会社およびそのグループ会社（以下総称して「ナブテスコグループ」とい

う。）は、贈賄防止のコンプライアンス体制の強化を、事業のグローバル化にあたって対処

すべき重要課題のひとつと捉えています。このような認識の下、ナブテスコグループ倫理

規範はあらゆる贈賄を厳格に禁止しています。 

 

また、ナブテスコグループグローバル贈賄防止基本方針（以下「本基本方針」という。）は、

ナブテスコグループにグローバルに適用される贈賄防止のコンプライアンス体制の枠組み

を示すとともに、あらゆる贈賄を防止するための基本的なルールを明確にすることにより、

ナブテスコグループ倫理規範に定める禁止事項を具体化することを目的としています。 

 

なお、ナブテスコグループは、各国の適用法令に応じて本基本方針を補足する社内規程や

ガイドラインを策定するものとします。 
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１．適用対象 

本基本方針は、ナブテスコグループならびにナブテスコグループにおける全ての役員・社

員に適用されます。 

 

２．贈賄防止法令および規制の遵守 

役員・社員は、関連事業を展開し、または展開しようとする全ての国の贈賄防止法令（日

本の不正競争防止法、米国の Foreign Corrupt Practices Act、英国の Bribery Act 2010 、

中国の商業賄賂規制に関する法令を含む。）ならびに本基本方針およびナブテスコグループ

倫理規範を含む関連社内規程（以下総称して「贈賄防止ルール」という。）を遵守しなけれ

ばなりません。 

 

３．禁止行為 

役員・社員は、公務員または民間人に対し、直接的または間接的に、会社または個人の負

担のいずれであるかを問わず、賄賂を提供し、またはその申込みもしくは約束を行っては

いけません。 

賄賂とは、事業上の不正な利得を得る目的の下で提供される、あらゆる利益（接待、贈答、

金銭、融資、保証、役務、招聘、寄付、献金、謝礼、リベート、値引き、雇用の機会等を

含む。）をいいます。 

なお、 裁量性のない行政サービスに係る手続の円滑化を目的とした公務員への支払（ファ

シリテーションペイメント）も、本基本方針で禁止されています。 

 

４．接待・贈答等 

ナブテスコグループは、贈賄の未然防止および業務遂行の適正性を担保するため、接待、

贈答等に関する社内規程およびガイドラインを定めるものとします。  

 

５．第三者の起用 

ナブテスコグループは、自らのために情報・サービスの提供または取引もしくは業務の援

助を行う個人または組織（コンサルタント、代理人、販売店、通関業者等を含む。）（以下

総称して「第三者」という。）が贈賄を行い、または行うおそれがある場合は、当該第三者

を起用しません。 

 

６．記録の作成・保管 

役員・社員は、贈賄防止ルールの遵守を担保するために、全ての費用および支出（第三者

への支払を含む。）を完全かつ正確に会計帳簿、会計記録および会計報告書に適時に記録し

なければなりません。 
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７．社内教育・研修 

ナブテスコグループは、贈賄防止ルールに関する意識を高めるための教育および研修を、

役員・社員に対して定期的に実施します。 

 

８．通報 

（１）役員・社員は、取引や業務が贈賄防止ルールに抵触するか否かについて疑義が生じ

た場合は、各社のコンプライアンス担当部門に相談します。 

（２）ナブテスコグループは、内部通報制度を導入し、役員・社員に贈賄防止ルールに違

反する、または違反するおそれがある行動を報告するよう奨励します。また、内部通報を

行った者に対して報復行為、解雇その他不利益な取扱いを行いません。 

 

９．懲戒処分 

役員・社員は、贈賄防止ルールに違反した場合、社内規程に従い懲戒処分の対象となる可

能性があることを認識し、理解します。 

 

１０．改正 

本基本方針は、事業の変化や適用法令の改正を踏まえ、必要に応じて、ナブテスコ株式会

社の取締役会において、同社のコンプライアンス委員会の審議に基づき、適切に改正され

ます。 


